
釧路市建設工事共同企業体の運用基準 

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  釧 路 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 に お い て 、建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 適 正

な 活 用 を 図 る た め 、 次 の と お り 運 用 基 準 を 定 め る 。  

 

 （ 共 同 企 業 体 の 種 類 ）  

第 ２ 条  建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 種 類 は 、活 用 目 的 の 違 い に よ る 区 別（ 特 定

建 設 工 事 共 同 企 業 体 、 経 常 建 設 工 事 共 同 企 業 体 、 地 域 維 持 型 建 設 工 事 共

同 企 業 体 ） と 、 施 工 方 式 の 違 い に よ る 区 別 （ 甲 型 共 同 企 業 体 、 乙 型 共 同

企 業 体 ） に よ り 、 そ の 内 容 は 次 の と お り と す る 。  

２  活 用 目 的 の 違 い に よ る 区 別  

( 1 )  特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 特 定 企 業 体 」 と い う 。）  

特 定 の 工 事 の 施 工 を 目 的 と し て 工 事 毎 に 結 成 さ れ る 共 同 企 業 体 を い

う 。  

( 2 )  経 常 建 設 工 事 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 経 常 企 業 体 」 と い う 。）  

中 小・中 堅 建 設 業 者 が 継 続 的 な 協 業 関 係 を 確 保 す る こ と に よ り 、そ

の 経 営 ・ 技 術 力 を 強 化 す る た め に 結 成 さ れ る 共 同 企 業 体 を い う 。  

 ( 3 )  地 域 維 持 型 建 設 工 事 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 地 域 企 業 体 」 と い う 。）  

   地 域 の 複 数 の 建 設 業 者 の 共 同 を 促 す こ と に よ り 、施 工 の 効 率 化 と 必

要 な 施 工 体 制 の 安 定 的 な 確 保 を 図 り 、地 域 の 維 持 管 理 が 持 続 的 に 行 わ

れ る よ う 、 地 域 精 通 度 の 高 い 者 同 士 で 結 成 さ れ る 共 同 企 業 体 を い う 。 

３  施 工 方 式 の 違 い に よ る 区 別  

( 1 )  甲 型 共 同 企 業 体 （ 共 同 施 工 方 式 ）  

一 つ の 工 事 に つ い て 、 あ ら か じ め 定 め た 出 資 比 率 に 応 じ て 、 資 金 、

人 員 、 機 械 等 を 拠 出 し 、 各 構 成 員 が 共 同 施 工 す る 方 式 を い う 。  

( 2 )  乙 型 共 同 企 業 体 （ 分 担 施 工 方 式 ）  

一 つ の 工 事 に つ い て 、複 数 の 工 区 に 分 割 し 、各 構 成 員 が そ れ ぞ れ 分



担 す る 工 区 で 責 任 を も っ て 施 工 す る 方 式 を い う 。  

 

 （ 特 定 企 業 体 の 運 用 基 準 ）  

第 ３ 条  特 定 企 業 体 の 運 用 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

１  対 象 工 事  

特 定 企 業 体 の 対 象 工 事 は 、大 規 模 又 は 技 術 的 難 易 度 の 高 い 工 事 を 施 工

す る 際 に 、技 術 力 を 結 集 す る こ と に よ り 、安 定 的 施 工 を 確 保 す る 必 要 が

あ る 場 合 の 工 事 で 、 原 則 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 工 事 と す る 。  

２  構 成 員 数  

特 定 企 業 体 の 構 成 員 数 は ５ 者 ま で と す る 。た だ し 、市 長 が 特 に 必 要 と

認 め る と き は 、 構 成 員 数 を 別 に 定 め る こ と が で き る 。  

３  構 成 員 の 組 合 せ  

特 定 企 業 体 の 構 成 は 最 上 位 等 級 に 格 付 さ れ て い る 者 同 士 又 は 最 上 位

等 級 及 び 第 二 位 等 級 に 格 付 さ れ て い る 者 と の 組 合 せ を 原 則 と す る 。た だ

し 、市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、最 上 位 等 級 及 び 第 二 位 等 級 の 組 合

せ 以 外 で 組 合 せ す る こ と が で き る 。  

４  出 資 比 率 の 限 度  

特 定 企 業 体 か つ 甲 型 共 同 企 業 体 に よ る と き の 各 構 成 員 の 出 資 比 率 の

限 度 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。た だ し 、市 長 が 特 に 必 要 と 認

め る と き は 、 別 に 定 め る こ と が で き る 。  

( 1 )  ２ 者 の 場 合   ３ ０ ％ 以 上  

( 2 )  ３ 者 の 場 合   ２ ０ ％ 以 上  

( 3 )  ４ 者 の 場 合   １ ５ ％ 以 上  

( 4 )  ５ 者 の 場 合   １ ０ ％ 以 上  

 

（ 経 常 企 業 体 の 運 用 基 準 ）  

第 ４ 条  経 常 企 業 体 の 運 用 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

１  対 象 工 事  



経 常 企 業 体 の 対 象 工 事 は 、一 般 的 な 汎 用 技 術 を 用 い 比 較 的 規 模 の 大 き

い 工 事 と す る 。 そ の 規 模 は 、 工 事 種 別 に よ り 概 ね 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  甲 型 共 同 企 業 体 の 場 合   

ア  土 木 及 び 建 築 工 事  ５ 千 万 円 以 上  

イ  そ の 他 の 工 事    ２ 千 万 円 以 上  

( 2 )  乙 型 共 同 企 業 体 の 場 合  １ 千 万 円 以 上  

２  構 成 員 数 と 構 成 員 の 組 合 せ  

経 常 企 業 体 の 構 成 員 数 は ２ か ら ３ 者 を 原 則 と す る 。た だ し 、継 続 的 な

協 業 関 係 が 確 保 さ れ 、円 滑 な 共 同 施 工 に 支 障 が な い と 認 め ら れ る 場 合 に

は ５ 者 ま で と す る こ と が で き る 。  

３  出 資 比 率 の 限 度  

経 常 企 業 体 か つ 甲 型 共 同 企 業 体 に よ る と き の 各 構 成 員 の 出 資 比 率 の

限 度 は 、 第 ３ 条 第 ４ 項 を 準 用 す る 。  

 

（ 地 域 企 業 体 の 運 用 基 準 ）  

第 ５ 条  地 域 企 業 体 の 運 用 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

１  対 象 工 事  

社 会 資 本 の 維 持 管 理 の た め に 必 要 な 工 事 の う ち 、地 域 事 情 に 精 通 し た

者 が 持 続 的 に 実 施 す る 必 要 が あ る 工 事 と す る 。た だ し 、維 持 管 理 に 該 当

し な い 新 設 又 は 改 築 等 の 工 事 を 含 ま な い も の と す る 。  

２  構 成 員 数 と 構 成 員 の 組 合 せ  

  地 域 企 業 体 の 構 成 員 数 は 、地 域 や 対 象 工 事 の 実 情 に 応 じ て 市 長 が 定 め

る も の と し 、発 注 工 事 に 対 応 す る 建 設 業 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 。

以 下 「 業 法 」 と い う 。） の 許 可 工 事 に つ き 、 許 可 を 受 け た 者 を 少 な く と

も 一 者 含 む 組 合 せ と す る 。  

３  出 資 比 率 の 限 度  

地 域 企 業 体 か つ 甲 型 共 同 企 業 体 に よ る と き の 各 構 成 員 の 出 資 比 率 の

限 度 は 、構 成 員 の 均 等 割 の １ ０ 分 の ６ に 相 当 す る 数 値 を 下 回 ら な い も の



と す る 。  

 

 （ 共 同 企 業 体 の 資 格 要 件 ）  

第 ６ 条  共 同 企 業 体 の 構 成 員 の 資 格 要 件 及 び 技 術 的 要 件 等 は 、次 の と お り

と す る 。  

( 1 )  構 成 員 の 資 格 要 件  

構 成 員 の 資 格 要 件 は 、 発 注 工 事 に 対 応 す る 業 法 の 許 可 工 事 に つ き 、

許 可 を 受 け て か ら 営 業 年 数 が ２ 年 以 上 あ る こ と と す る 。た だ し 、相 当

の 施 工 実 績 を 有 し 、確 実 か つ 円 滑 な 共 同 施 工 が 確 保 で き る と 認 め ら れ

る 場 合 に あ っ て は 、許 可 を 受 け て か ら 営 業 年 数 が ２ 年 未 満 で あ っ て も

こ れ を 同 等 と し て 取 扱 う こ と が で き る も の と す る 。  

( 2 )  構 成 員 の 技 術 的 要 件  

発 注 工 事 に 対 応 す る 許 可 工 事 に 係 る 監 理 技 術 者 又 は 業 法 第 ２ ６ 条

に 定 め る 主 任 技 術 者 を 工 事 現 場 に 全 て の 構 成 員 が 、共 同 施 工 の 工 期 中

又 は 分 担 施 工 の 工 期 中 、専 任 で 配 置 で き る こ と 。た だ し 、共 同 施 工 の

工 事 １ 件 の 請 負 代 金 額 又 は 分 担 工 事 の 請 負 代 金 額 が 建 設 業 法 施 行 令

（ 昭 和 ３ １ 年 政 令 ２ ７ ３ 号 ）第 ２ ７ 条 第 １ 項 に 定 め る 金 額 に 満 た な い

場 合 、又 は 地 域 企 業 体 の 最 上 位 等 級 に 格 付 さ れ て い る 者 が 共 同 施 工 の

工 事 に お い て 監 理 技 術 者 等 を 専 任 で 配 置 し た 場 合 は 専 任 で な く て も

よ い 。  

( 3 )  資 格 審 査  

共 同 企 業 体 の 資 格 審 査 は 、申 請 書 に 基 づ き 資 格 要 件 を 審 査 の 上 、そ

の 結 果 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。参 加 資 格 を 有 す る と 認 め た 場

合 で 、特 定 企 業 体 に あ っ て は 、競 争 入 札 の 参 加 申 込 は 、当 該 資 格 申 請

に よ り あ っ た も の と み な す 。ま た 、経 常 企 業 体 及 び 地 域 企 業 体 に あ っ

て は 、 競 争 入 札 の 参 加 申 込 は 、 単 体 企 業 に 準 じ た 取 扱 い と す る 。  

 ( 4 )  資 格 審 査 の 提 出 書 類  

共 同 企 業 体 の 資 格 審 査 申 請 に 際 し て の 提 出 書 類 は 、次 の と お り と す



る 。  

ア  共 同 企 業 体 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書  

イ  共 同 企 業 体 協 定 書  

 

 （ 共 同 企 業 体 の 存 続 期 間 又 は 解 散 ）  

第 ７ 条  共 同 企 業 体 の 存 続 期 間 又 は 解 散 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  特 定 企 業 体 の 存 続 期 間  

請 負 契 約 を 締 結 し た 特 定 企 業 体 の 存 続 期 間 は 、当 該 契 約 の 請 負 代 金

額 の 受 領 が 完 了 し た と き ま で と す る 。特 定 工 事 の 契 約 の 相 手 方 と な ら

な か っ た 特 定 企 業 体 の 存 続 期 間 は 、当 該 工 事 の 契 約 が 締 結 さ れ た 日 ま

で と す る 。  

( 2 )  経 常 企 業 体 及 び 地 域 企 業 体 の 解 散  

経 常 企 業 体 及 び 地 域 企 業 体 の 解 散 時 期 は 、 資 格 の 有 効 期 限 と す る 。

た だ し 、存 続 期 間 満 了 の 日 に お い て 工 事 を 施 工 し て い る 場 合（ 工 事 の

完 成 後 、 工 事 の 請 負 代 金 額 等 の 受 領 が 完 了 し て い な い 場 合 を 含 む 。）

は 、当 該 工 事 が 完 成 し 、か つ 、工 事 請 負 代 金 額 等 の 受 領 等 が 完 了 し た

と き に 解 散 す る も の と す る 。  

 

 （ 共 同 企 業 体 と の 契 約 ）  

第 ８ 条  共 同 企 業 体 と 契 約 を 締 結 す る と き の 契 約 書 等 は 、次 の と お り と す

る 。  

( 1 )  共 同 企 業 体 に よ る 請 負 契 約 書 の 相 手 方 は 構 成 員 の 連 名 と す る 。  

( 2 )  請 負 者 が 経 常 企 業 体 、 地 域 企 業 体 又 は 乙 型 特 定 共 同 企 業 体 の 場 合 、

請 負 契 約 書 に は 、 付 属 協 定 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

 

 （ 様 式 ）  

第 ９ 条  共 同 企 業 体 に 係 る 様 式 は 別 記 に よ る も の と す る 。  

 



 （ 適 用 除 外 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 の 規 定 は 、Ｄ Ｂ Ｍ（ デ ザ イ ン ビ ル ド メ ン テ ナ ン ス 。設

計 、施 工 及 び 維 持 管 理 業 務 の 一 括 発 注 ）方 式 に つ い て は 、適 用 し な い 。  

 

附  則  

１  こ の 基 準 は 、 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 １ １ 日 か ら 運 用 す る 。  

附  則  

 こ の 基 準 は 、 平 成 １ ９ 年  ４ 月  １ 日 か ら 運 用 す る 。  

附  則  

  こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ５ 年  ４ 月  １ 日 か ら 運 用 す る 。  

附  則  

  こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ６ 年  ８ 月 ２ ５ 日 か ら 運 用 す る 。  

附  則  

  こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ９ 年  ７ 月  １ 日 か ら 運 用 す る 。  

 


